
【租税体系】  
 
                                   道 府 県 民 税 
                                   事 業 税 
                                   地 方 消 費 税 
                                   不 動 産 取 得 税 
                                   道 府 県 た ば こ 税 
                           普 通 税   ゴ ル フ 場 利 用 税 
                                   自 動 車 取 得 税 
                                   軽 油 引 取 税 
                                   自 動 車 税 
                 道 府 県 税           鉱 区 税 
                                   道 府 県 法 定 外 普 通 税 
                                   固 定 資 産 税 （ 特 例 分 ） 
 
                                   狩 猟 税 
                           目 的 税   水 利 地 益 税 
                                   道 府 県 法 定 外 目 的 税 
         地 方 税  
                                   市 町 村 民 税 
                                   固 定 資 産 税 
                                   (国有資産等所在市町村交付金)  
                           普 通 税   軽 自 動 車 税 
                                   市 町 村 た ば こ 税 
                                   鉱 産 税 
                                   特 別 土 地 保 有 税 
                                   市 町 村 法 定 外 普 通 税 

市 町 村 税  
                                   入 湯 税 
                                   事 業 所 税 
                                   都 市 計 画 税 
                           目 的 税   水 利 地 益 税 
   租 税                             共 同 施 設 税 
                                   宅 地 開 発 税 
                                   国 民 健 康 保 険 税 
                                   市 町 村 法 定 外 目 的 税 
 
 
                           所 得 税 
                           法 人 税 
                           相 続 税 
                           地 価 税 
                           贈 与 税 
                           消 費 税 
                           酒 税 
                           た ば こ 税 
                           た ば こ 特 別 税 
         国  税 ………………………    揮 発 油 税 
                           石 油 ガ ス 税 
                           航 空 機 燃 料 税 
                           石 油 石 炭 税 
                           印 紙 税 
                           自 動 車 重 量 税 
                           関 税 
                           登 録 免 許 税 
                           と ん 税 
                           地 方 法 人 税 
                           地方法人特別税 
                           地 方 揮 発 油 税 
                           特 別 と ん 税 
                           電源開発促進税 
                           復興特別所得税 
 
 
 
（注）１ 普通税：その収入の使途を特定せず、一般経費に充てるために課される税。  
   （普通税のうち、地方税法により税目が法定されているものを法定普通税といい、それ以外のもので地方団体が

一定の手続、要件に従い課するものを法定外普通税という。）  
   ２ 目的税：特定の費用に充てるために課される税。  
   （目的税のうち、地方税法により税目が法定されているものを法定目的税といい、それ以外のもので地方団体が

一定の手続、要件に従い課するものを法定外目的税という。）  


